
令和５年度第３回袖ケ浦市男女共同参画会議 

 

１ 開催日時  令和６年２月２９日 午前１０時開会 

２ 開催場所  市役所北庁舎３階小会議室 

３ 出席委員 

会 長 西宮 幸江 委 員 宮前 幸司 

副会長 田中 雪夫 委 員 長谷川 美知子 

委 員 村越 のり子 委 員 小倉 正敬 

４ 欠席委員 

委 員 小澤 美晴 委 員 小泉 憲治 

５ 出席職員 

企画政策部長 小島 悟 

市民協働推進課長 泉水 雄一郎 

市民協働推進課副課長 高品 誠 

市民協働推進課主事 依知川 清楓 

６ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 ５人 

傍聴人数 ０人 

７ 議題等 

●会長あいさつ 

●市長あいさつ 

●第５次袖ケ浦市男女共同参画計画策定に係る諮問 

●議題 

（１）第５次袖ケ浦市男女共同参画計画（案）について 

（２）袖ケ浦市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度（案）の概要

について 

８ 議事等 

議題の審議については、別紙のとおり。 



別紙 
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議題（１）第５次袖ケ浦市男女共同参画計画（案）について              

※説明：事務局 

 

（西宮会長）事務局の説明に対して、何か質問等はあるか。 

（小倉委員）２３ページの防災活動について、君津市が能登半島地震の被災地へトイレト

レーラーを派遣して喜ばれたということがある。類するものは所有している

か。 

（事務局） 君津市は令和元年房総半島台風後にトイレトレーラーを配備しました。本市

は所有していませんが、代わりに各避難所の学校や公民館にマンホールトイ

レがあります。こちらは下水道のマンホールの上にトイレを設置し、テント

で囲うことで使用するものです。今回の能登半島地震のように下水道施設ま

で損傷している場合はトイレトレーラーが非常に有効なため、配備を検討し

ていく必要があると考えています。 

（小倉委員）君津市のトイレトレーラーは、日頃どのように使用しているか。 

（事務局）基本的に保管ですが、トイレのない場所でのイベントや、年に１度の市全

域での防災訓練では有効に活用できていると推察します。 

（村越委員）地震でトイレが使用できないという話の中で、男性に裏山があるから大丈夫

だと言われたことがあるが、そのような考え方ではいけない。衛生面など

様々な視点から考えても、トイレは必要である。マンホールトイレは知らな

かった。 

（事務局）あまり周知が行き届いていない可能性があります。地域で防災活動等をさ

れている方は承知されていますが、広く市民の皆様にお知らせしているかと

いうと、不足している部分があると感じております。 

（田中委員）職員の不在時であってもそれは設置できるのか。例えば我々が公民館や学校

へ避難した際に設置される場所が分からない。 

（事務局）防災倉庫の中にあり、誰でもすぐに使えるというものでもありません。自

主防災組織や災害コーディネーターの方は、万が一の状況に備え練習をして

おります。 

（田中委員）２３ページに女性消防職員や女性消防団員の育成とあるが、現在の女性の人

数はいかがか。 

（事務局）女性消防職員は２名いらっしゃいます。女性消防団員は、概ね１０名前後

です。 

（長谷川委員）５７ページの袖ケ浦健康づくり支援センターの活用について、成果は数値で

出ているか。 

（事務局）健康寿命の延伸や医療費の削減については、効果が現れていると把握して

いるところです。しかしながら、納得のいく根拠のあるデータをもって示す

というのは難しいです。 

（西宮会長）前回までの会議及び本日の審議における各委員からの意見については、諮問
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されている第５次袖ケ浦市男女共同参画計画（案）の内容を大幅に修正して

いくものではなかった。よって、第５次袖ケ浦市男女共同参画計画（案）に

ついては、男女共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための

計画として概ね妥当である。本日の審議までの過程において、各委員から提

起された意見について付帯意見として取りまとめ、会長である私と田中副会

長に一任いただければ答申書を作成し、市長に答申をしたいがいかがか。 

（各 委 員）異議なし。 

（西宮会長）異議なしとのことで、私と副会長で答申書を取りまとめ、各委員へ送付する

とともに、市長に答申を行う。 

 

 

その他 袖ケ浦市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度（案）の概要について 

※説明：事務局 

 

（西宮会長）事務局の説明に対して、何か質問等はあるか。 

（長谷川委員）問い合わせは来ているか。 

（事務局）来ておりません。実際の件数についても目標としているものはなく、あく

までもその制度を整えておき、皆様がご利用しやすくするものとなります。

そのため、制度を整えて実際に申請があり、どのようなサービスを必要とし

ているか、ご意見を伺ってみないと分からないところです。 

（長谷川委員）あまり本人から言い出せない状態だと思う。ポスターの掲示場所もそうだ

が、どのような機関を通じて制度を知らない人に周知していくのか。 

（事務局）まずは通常の広報活動をさせていただきます。既に制度を導入している自 

治体では、わかりやすいチラシやガイドブックを作成し、ホームページ等で

周知しているところがあります。検討段階ではありますが、本市でもそのよ

うなチラシやガイドブックを利用した周知を考えております。 

（長谷川委員）広報そでがうらにも掲載するか。 

（事務局）４月１日号での掲載を予定しております。 

（長谷川委員）学校での教育をしていく考えはどうか。子どものうちからそのような方がい

て当たり前、という考え方を持って欲しい。 

（事務局）人権や男女共同参画に関することであれば、それぞれの推進員の方を通じ

て学校でも周知啓発はさせていただいております。学校でもそのような課題

についてお話をされているところではありますが、学齢児が小さいと理解が

難しい部分もあります。今後は段階を追って、男女共同参画推進員や人権擁

護委員の方を含めて、周知をしていきたいと考えております。 

（小倉委員）生きづらさを緩和するという観点からすると、我々一般市民が心の底から納

得して応援する形が必要だと考える。ＬＧＢＴＱ＋について、幼少の頃から

馴染んでいない案件でもあり、意識改革が必要である。人の集まる会合や補
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助金を活用した研修で、繰り返し啓発していくことが必要ではないか。その

啓発のためだけに人を集める、というと厳しい部分もあるため、何かの機会

を利用して繰り返し行っていかなくては、一般の方には理解してもらえない

のではないかと日頃から考えている。 

（村越委員）学校で担任は男の子に対しても「さん」を付けて呼ぶ。小さな部分から変え

ていくことが大切。やはり、積み重ねていく必要がある。制度が出たからと

いって、すぐに変わるものではない。 

（田中委員）千葉市や船橋市は昨年７月から制度を導入している。それぞれ現在の登録件

数はどの程度か。 

（事務局）ホームページで確認しているところではありますが、政令指定都市である千 

葉市、また、船橋市や市川市、松戸市は人口が５０万人以上になりますの

で、概ね３０～４０件です。習志野市が１０件ほどと把握しております。そ

れなりの人数がいらっしゃるというところですが、同性婚のみに限らず事実

婚の方を対象にしている自治体もありますので、事実婚の方を含めるとなる

と、実際の割合は把握しかねるところです。 

（田中委員）実際に袖ケ浦市でも出てきていない方がいる可能性がある、ということか。 

（事務局）どの市町村でも一定数の方はいらっしゃると考えていますが、ご本人の意 

思もありますので、そこまではわかりかねます。 

（田中委員）あとは、申し込んでいただけるかどうかの問題である。 

（村越委員）届出をしていても、素直に言い出せない方はいる。 

（西宮会長）先ほどの小倉委員の意見が、全てまとまっていると考える。私達が取り組ん

できた男女共同参画も３０年という長い中で、繰り返し行ってきた。今まで

言い出せなかった方が少しでも前向きに考えられるよう、説明していくこと

は大切である。 

（村越委員）成人式を利用して、会場で簡単なパンフレット等を配布することはできない

か。 

（西宮会長）成人式に参加されている方は興奮している。男女共同参画推進員でも検討

し、封筒の中に情報誌を入れた時もあったが、難しい。企画して完全に成功

というものではなく、継続して取り組んでいたものが１ミリでも進めばよ

い、という考えで繰り返すしかない。 

（宮前委員）運送業では女性のドライバーもおり、認識自体は広まっていると考える。教

育の場でこのようなことは示しているのか。 

（事務局）授業の中で取り入れている学校もございますが、先ほどお話したとおり、 

学校に出向いて男女共同参画推進員や人権擁護委員の方との取組があります

ので、そこでの周知啓発を考えております。 

（宮前委員）小学校あたりから意識も変化する。保育園や身内等で障がいを持つ子と接す

る機会があった。小さい頃から接していれば徐々に認識も広がっていく。 

（小倉委員）それに加え、企業の中の研修もまた大切だと考える。学校では子どもに対し
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て、保護者に対してはＰＴＡを利用する。職員研修や企業での社内研修な

ど、多様な手段で地道に進めていくのがよい。 

（西宮会長）この制度はまだ第１段階。階段は１つ上がったが、今後はその幅を広げてい

く必要がある。 

（小倉委員）先に制度を作っておくと入りやすい。 

（村越委員）パートナーシップはこれからだが、男女共同参画という視点から考えると、

かなり変化してきているように感じる。 

（西宮会長）学校も男女共同参画推進員の寸劇を受け入れてくださり、寸劇の中で将来の

職業や男女の差別批判について伝えることができる。 

（小倉委員）寸劇はわかりやすくてよい。 

（村越委員）生きづらさを抱えていた方たちは、この制度ができたことで毎日明るく過ご

せるようになるのでは。その入口として躊躇しないような方法や雰囲気を作

っていく必要がある。相談を受けた際に制度の紹介や男女共同参画の時代で

あることをひと言添えるなど、身近な場所から広めていくことも大事な役目

と考える。 

（長谷川委員）資料４ページのサービスについて、生命保険やクレジットカードなど民間企

業の方にさり気なく設置しておけば、話の中から逆に制度を知ることもある

かと考える。 

（西宮会長）民間企業でのサービスがあること自体、私は知らなかった。参考にしていた

だきたい。委員の皆様から他に何かあるか。又は事務局からあるか。 

（各 委 員）特になし。 

（事務局）本日いただいたご意見を踏まえまして、答申の関係、そしてパートナーシ 

ップ・ファミリーシップ届出制度についての手続を進めてまいります。本日

の会議録ですが、作成後これまでと同様に委員の皆様へ郵送させていただき

ますので、ご確認をお願いします。調整ができ次第、市のホームページで公

開させていただきます。また、委員の皆様におかれましては、今年度末で任

期となります。各団体から推薦いただいている方につきましては、次期委員

となられる方の推薦を改めてお願いいたします。そして、第５次袖ケ浦市男

女共同参画計画の計画書ですが、答申をいただいた後に最終的な取りまとめ

を行い、完成しましたら委員の皆様へ送付させていただきますので、ご承知

おきいただければと思います。 

（西宮会長）以上で、本日の審議を終了いたします。ご協力いただき、ありがとうござい

ました。進行を事務局へお返しいたします。 

（事務局）委員の皆様には、長時間にわたり慎重、審議いただきありがとうございま 

した。以上をもちまして、令和５年度第３回男女共同参画会議を閉会いたし

ます。皆様におかれましては、お忙しいところ審議会委員としてご対応あり

がとうございました。改めて感謝申し上げます。今後とも折に触れ、行政へ

のご協力のほどよろしくお願いいたします。どうもありがとうございまし
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た。 

 

 

閉 会  午前１１時２０分 



第３回袖ケ浦市男女共同参画会議 

議題（１）資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は っ ぴ ー プ ラ ン 
第５次袖ケ浦市男女共同参画計画（案） 
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1 

 

 

１ 計画策定の趣旨 

第１章 計画の概要 

1 性的マイノリティ（性的少数者）を表す総称のひとつ 



2 

２ 計画策定の背景 

（１）世界の動き 
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（２）日本の動き 

 



4 

 

 

（３）千葉県の動き 
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（４）袖ケ浦市の動き 
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３ 計画の性格 

（１）位置付け 
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基本計画 
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関連計画 

袖ケ浦市子育て応援プラン 

袖ケ浦市健康プラン２１ 

袖ケ浦市高齢者福祉計画・介護保険事業計画 など 

配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護等に関

する法律 

（ＤＶ防止法） 

女性の職業生活におけ
る活躍の推進に関する

法律 
（女性活躍推進法） 

千葉県ＤＶ防止被害者 

支援基本計画 

女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する

基本方針 

配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護等

のための施策に関する

基本的な方針 

国 
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（２）ＳＤＧｓとの関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画の期間 

 

 

基本構想（12年間） 

前期基本計画（6年間） 後期基本計画（6年間） 

第 1期 
実施計画 

（3 年間） 

第 2 期 
実施計画 
（3 年間） 

第 3 期 

実施計画 
（3年間） 

第 4期 
実施計画 

（3年間） 

第４次計画 第５次計画 
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１ 第４次計画の取組状況 

（１）指標の達成状況 

 

 

（２）事業の取組状況 

 

第２章 男女共同参画に関する本市の現状と課題 
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２ 第４次計画推進における成果 

①市男性職員の育児休業取得率の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：第４次袖ケ浦市男女共同参画計画進捗状況調査 
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43.9%
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内容まで知っている

聞いたことはあるが、内容は知らない

知らない

無回答

「セクシュアル・マイノリティ、ＬＧＢＴＱ」

という言葉を知っている人の割合

R4 H29

②「セクシュアル・マイノリティ、ＬＧＢＴＱ」という言葉を知っている人 

の割合の増加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画に関する市民意識調査（令和４年度） 
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無回答

男女の固定的役割分担意識を持たない人の割合
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③男女の固定的役割分担意識を持たない人の割合の増加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画に関する市民意識調査（令和４年度） 
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④女性災害対策コーディネーターの増加 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：第４次袖ケ浦市男女共同参画計画進捗状況調査 
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10,275 9,285 8,610 8,421 8,253 8,624 

40,831 41,409 40,853 39,688 
37,334 37,990 

6,441 7,897 9,620 12,157 15,143 
17,269 
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0～14歳 15～64歳 65歳以上 年齢不詳

57,575 58,593 59,108 60,355 60,952 63,883総数（人）

３ 男女共同参画に関する本市の社会情勢及び課題 

（１）社会情勢 

①人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省統計局「国勢調査」 
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

年齢階級別労働力率

男性（R2） 女性（R2） 女性（H27）

②労働力率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  資料：総務省統計局「国勢調査」 
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（２）本市における課題 

①ワーク・ライフ・バランスの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7%

20.5%

3.0%

22.7%

4.6%

11.8%

19.3%

4.2%

12.2%

3.6%

16.1%

2.7%

18.3%

4.9%

9.9%

25.5%

2.3%

16.7%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

「
仕
事
」
を
優
先

「
家
庭
生
活
」
を
優
先

「
地
域
・
個
人
の
生
活
」

を
優
先

「
仕
事
」
と
「
家
庭
生

活
」
を
優
先

「
仕
事
」
と
「
地
域
・
個

人
の
生
活
」
を
優
先

「
家
庭
生
活
」
と
「
地

域
・
個
人
の
生
活
」
を
優

先

「
仕
事
」
と
「
家
庭
生

活
」
と
「
地
域
・
個
人
の

生
活
」
の
す
べ
て
を
優
先

わ
か
ら
な
い

無
回
答

ワーク・ライフ・バランスに関する理想 R4 H29

27.8%

17.0%

2.0%

19.2%

3.0% 4.4% 3.0%

8.7%

14.9%

31.4%

14.9%

1.4%

16.5%

3.9% 3.0% 2.9% 4.2%

21.7%

0.0%
5.0%

10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%

「
仕
事
」
を
優
先

「
家
庭
生
活
」
を
優
先

「
地
域
・
個
人
の
生
活
」

を
優
先

「
仕
事
」
と
「
家
庭
生

活
」
を
優
先

「
仕
事
」
と
「
地
域
・
個

人
の
生
活
」
を
優
先

「
家
庭
生
活
」
と
「
地

域
・
個
人
の
生
活
」
を
優

先

「
仕
事
」
と
「
家
庭
生

活
」
と
「
地
域
・
個
人
の

生
活
」
の
す
べ
て
を
優
先

わ
か
ら
な
い

無
回
答

ワーク・ライフ・バランスに関する現実 R4 H29
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30.2%
31.4%

32.5% 32.1%
30.8%

29.4%

0%

10%

20%

30%

40%

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

市の審議会等における女性委員の割合

11.5%
10.7%

13.0% 13.2% 13.3%
12.6%

0%

5%

10%

15%

20%

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

市の管理職（7級以上）における女性職員の割合

②意思決定の場における女性参画の推進 
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4.2%

1.6%

5.0%

14.1%

9.3%

25.4%

5.9%

16.2%

19.0%

4.8%

1.1%

4.3%

9.5%

4.5%

4.4%

1.8%

2.1%

1.2%

4.3%

10.9%

10.0%

23.3%

7.5%

16.0%

14.8%

6.8%

2.6%

4.2%

7.5%

3.9%

4.4%

1.8%

0% 10% 20% 30%

ア 命の危険を感じるくらいの暴行をうける（2.1％増）

イ 医師の治療が必要となるほどの暴行をうける（0.4％増）

ウ 医師の治療が必要とならない程度の暴行をうける（0.7％増）

エ 何を言っても無視され続ける（3.2％増）

オ 「誰のおかげで生活できるんだ」とか「かいしょうなし」と言

われる（0.7％減）

カ 大声でどなられる（2.1％増）

キ 嫌がっているのに性的な行為を強要される（1.6％減）

ク 「女（男）のくせに」「女（男）だから」と差別的な表現をす

る（0.2％増）

ケ 容姿について傷つくようなことを言う（4.2％増）

コ 避妊に協力しない（2.0％減）

サ 見たくないのに、ポルノビデオやポルノ雑誌を見せられる

（1.5％減）

シ 生活費を渡さない（0.1％増）

ス 浪費や借金で苦しめられる（2.0％増）

セ 職場に嫌がらせをされる（0.6％増）

ソ 交友関係や電話、郵便物を細かく監視される（増減なし）

タ 妊娠中絶を強要される※女性のみ回答（増減なし）

ＤＶ被害の経験がある市民の割合

R4 H29

③ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）被害者への支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

24.5%

75.5%

51.3%

48.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

はい

いいえ

ＤＶ被害を受けた経験がある人のうち

誰かに相談した人の割合

R4 H29
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④誰もが安心して暮らせる環境づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

43.6%

53.8%

2.6%

39.2%

56.8%

4.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

はい

いいえ

無回答

年齢、性別、障がいの有無、国籍などによる差別が

あると感じる人の割合

R4 R2
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16.5%

32.3%

7.2%

7.2%

33.0%

3.6%

0% 10% 20% 30% 40%

思う

どちらかといえば思う

どちらかといえば思わない

思わない

わからない

無回答

性的指向や性自認について悩む方が

生活しづらい社会であると思う人の割合

思う

（48.8%）

思わない

（14.4%）

⑤ＬＧＢＴＱ＋への理解促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

24.6%

56.0%

12.1%

20.0%

7.0%

12.2%

35.7%

39.9%

3.0%

9.3%

27.3%

53.8%

15.4%

22.8%

5.5%

10.7%

28.2%

41.3%

2.4%

7.0%

0% 20% 40% 60%

学習機会と相談事業の拡充

思春期、妊娠・出産期、更年期、高齢期における健康

支援

エイズ・性感染症・薬物等についての知識の普及と相

談事業の充実

職場や公共空間における禁煙の推進

地域・職場における母性保護の推進についての啓発

妊産婦の疾病の早期発見と治療を促進するための妊産

婦医療制度の充実

心の健康づくりのための啓発活動の充実

精神的な不安や悩みを解消するための相談事業の充実

その他

特にない

生涯にわたる健康を守るために必要なこと

R4 H29

⑥生涯を通じた男女の健康支援と性への理解の促進 
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⑦防災活動等における男女共同参画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82.0%

88.7%

94.2%

88.6%

84.2%

70.0%

85.1%

89.6%

84.0%

89.5%

92.6%

89.0%

82.4%

74.5%

81.6%

88.5%

60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

避難所運営の際の女性リーダーの配置（2.0％増）

男女別のニーズに配慮した避難所などでの支援マ

ニュアルの充実（0.8％増）

女性や乳幼児等に配慮した避難所機能の確保

（1.6％減）

災害時ボランティア登録など多様な人材の確保

（0.4％増）

地域の自主防災組織、防災会議の運営に関する女

性の積極的な参加（1.8％減）

女性消防職員や女性消防団員の育成、役員への女

性の登用（4.5％増）

母親教室、乳幼児教室、ＰＴＡ活動等、女性が多

く集まる場での研修・訓練（3.5減）

防災訓練や防災研修会への女性の積極的な参加に

努める（1.1％減）

防災（災害復興も含む）活動に関して、男女共同参画を

推進していくために必要なこと

R4 H29
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22.0%

33.0%

13.6%

5.9%

20.3%

5.2%

20.8%

37.0%

16.6%

5.8%

15.6%

4.2%

0% 20% 40%

平等になっている

どちらかといえば平等になっている

どちらかといえば平等になっていない

平等になっていない

わからない

無回答

教育の中で男女の地位が平等と感じる人の割合

R4 H29

平等になって

いる

R4：55.0%

H29：57.8%

平等になって

いない

⑧男女共同参画の視点に立った教育・学習の充実 
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⑨各分野における男女の地位の平等感の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.1%

54.6%

39.8%

24.8%

53.1%

40.0%

65.0%

45.0%

30.0%

55.0%

44.0%

73.7%

53.3%

39.5%

58.4%

45.0%

75.0%

60.0%

40.0%

70.0%

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

職場の中で男女の地位が平等と感じる人の割合

家庭の中で男女の地位が平等と感じる人の割合

地域の中で男女の地位が平等と感じる人の割合

社会通念や風潮の中で男女の地位が平等と感じ

る人の割合

教育の中で男女の地位が平等と感じる人の割合

各分野における男女の地位が平等と感じる人の割合

女性 女性目標値 男性 男性目標値
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１ 基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第３章 計画の基本的な考え方 
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２ 基本目標 
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３ 基本目標達成のための施策 



29 

 

 

  



30 



31 

  



32 
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４ 計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一
人
ひ
と
り
が
と
も
に
認
め
合
い
、
や
さ
し
さ
で
つ
な
が
り
、 

自
分
ら
し
い
生
き
方
が
で
き
る
社
会
を
目
指
し
て 

基本理念 基本目標 施 策 
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施策の方向 
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５ 指標の設定 



36 

 

 

 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向① 子育て・介護支援の体制整備 

 

  

 

取 組 

 

 

第４章 施策の方向 

基本目標Ⅰ 施策の方向① 施策（１） 



38 

 

 

 



39 

 

  



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向② ワーク・ライフ・バランスの普及促進 

  

 

取 組 

 

基本目標Ⅰ 施策の方向② 施策（１） 

 



41 

 

  



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向③ 家庭や地域活動における男女共同参画の推進 

 

  

 

取 組 

 

 

基本目標Ⅰ 施策の方向③ 施策（１） 



43 

 

  



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向① 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保 

 

   

 

取 組 

基本目標Ⅰ  

 

施策の方向① 施策（２） 



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向② 女性の起業・就業等への支援 

   

 

取 組 

 

  

基本目標Ⅰ  施策の方向② 施策（２） 



46 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向③ 農業における男女共同参画の推進 

 

   

 

取 組 

 

  

基本目標Ⅰ  

 

施策の方向③ 施策（２） 



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向① 市の審議会等への女性参画の推進 

 

   

 

取 組 

 

  

基本目標Ⅰ  施策の方向① 施策（３） 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向② 女性の能力発揮への支援 

 

   

 

取 組 

 

  

基本目標Ⅰ  

 

施策の方向② 施策（３） 



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向① DV 等の防止と被害者への相談支援体制の強化 

   

 

取 組 

基本目標Ⅱ  施策の方向① 施策（４） 



50 

 

  



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向② 人権侵害を許さない社会環境づくり 

 

   

 

取 組 

 

  

基本目標Ⅱ  

 

施策の方向② 施策（４） 



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向① 高齢者・障がい者への生活支援 

 

   

 

取 組 

 

 

 

基本目標Ⅱ  施策の方向① 施策（５） 



53 

 

  



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向② ひとり親家庭等への生活支援 

   

 

取 組 

 

  

基本目標Ⅱ  

 

施策の方向② 施策（５） 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向③ 外国人が安心して暮らせる環境づくり 

 

   

 

取 組 

 

 

 

 

 

 

基本目標Ⅱ  施策の方向③ 施策（５） 



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向④ ＬＧＢＴＱ＋の方々が安心して暮らせる環境づくり 

   

 

取 組 

 

  

基本目標Ⅱ  

 

施策の方向④ 施策（５） 



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向① 生涯を通じた健康づくりの推進 

 

  

 

取 組 

 

基本目標Ⅱ  施策の方向① 施策（６） 



58 

 

  



59 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向② 性差に応じた健康支援 

  

 

取 組 

 

  

基本目標Ⅱ  施策の方向② 施策（６） 



60 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向① 男女共同参画の視点を取り入れた防災対策の推進 

  

 

取 組 

 

  

基本目標Ⅱ  施策の方向① 施策（７） 

 



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向② 防災・消防活動における女性の活躍推進 

 

  

 

取 組 

 

  

基本目標Ⅱ  

 

施策の方向② 施策（７） 



62 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向① 男女の人権尊重意識の醸成と慣行の是正 

 

  

 

取 組 

 

  

基本目標Ⅲ  施策の方向① 施策（８） 



63 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向② 男女共同参画社会の実現に向けた啓発活動の推進 

 

  

 

取 組 

 

 

 

基本目標Ⅲ  施策の方向② 施策（８） 



64 

 

 

  



65 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向① 学校教育における人権教育や男女共同参画の啓発・推進 

 

 

  

 

取 組 

 

基本目標Ⅲ  

男女共同参画社会

の実現に向けた 

基盤づくり 

施策の方向① 

学校における人権

教育や男女共同参

画の啓発・推進 

施策（９） 

男女共同参画の視点

に立った教育・学習

の充実 



66 

 

  



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向② 社会教育・家庭教育における男女共同参画の理解促進 

 

  

 

取 組 

 

  

基本目標Ⅲ  

男女共同参画社会

の実現に向けた 

基盤づくり 

施策の方向② 

社会教育・家庭教

育における男女共

同参画の理解促進 

施策（９） 

男女共同参画の視点

に立った教育・学習

の充実 



68 

 

 

 

１ 庁内推進体制の充実 

 

２ 市民等との連携 

３ 国・県等関係機関との連携 

４ 情報提供の充実 

５ 計画の進行管理 

 

第５章 計画の推進体制 



 

 

 

 

 

  

附 属 資 料 



 

 



袖ケ浦市男女共同参画会議 

議題（２）資料 

 1 / 5 

 

市にパートナーシップ・ファミリーシップの届出を行い、市から当該

届出について証明された者（ファミリーシップの場合はその子や親等も

含む）が、市及び事業者における対象サービスについて、「法律婚（家族）」

と同様の扱いを受けることが可能になるとともに、地域における社会的

配慮を受けやすくなるもの。 

これにより、LGBTQ+の方々等が持つ「生きづらさ」を緩和し、『一人ひ

とりが自分らしく生きることができる社会』の実現を目指す。 

互いを人生のパートナーとし、日常生活において経済面、生活面

又は精神面で互いに協力し合うことを約束した双方に係る社会生

活関係  

パートナーシップの関係にある者の双方又は一方に子又は親そ

の他市長が認める者（以下「子又は親等」という。）がおり、かつ、

当該子又は親等を家族とすることを双方が約束した場合における

当該子又は親等をも含む社会生活関係 

 



2 / 5 
 

• 成年であること。 

• 双方又は一方が市内に住所を有し、住民基本台帳に登録されて 

いること。 

 市内に住所を有しない場合でも３カ月以内に本市への 

転入を予定していること。 

• 配偶者や事実上婚姻関係にある者、届出をしようと 

する者以外とのパートナーシップが形成されていないこと。 

• 近親者でないこと（ただし、養子縁組による養親子の関係にあり、

かつ、同性間でパートナーシップの関係にある場合を除く。）。

• パートナーの子又は親等であること。 

※ 満１５歳以上の場合は、本人の同意を必要とする。 

• 住民票の写し（３か月以内に発行されたもの） 

※ 市内に住所を有していない場合は、市内に転入することを 

予定していることを確認できる書類 

• 戸籍全部事項証明書等の婚姻することができることを証する書類 

※ 外国籍である場合は、婚姻要件具備証明書又は独身証明書

（困難な場合は申述書） 

• 子又は親等であることを証明する書類（続柄入りの住民票の写し等） 

 

• 

※ 届出しようとする双方が市内に住所を有しない場合は、転入予定

受付票を交付する。転入後に当該転入予定受付票及び住民票の写し

等を提出してもらい、パートナーシップ・ファミリーシップ届出証

明カードを交付する。 
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本制度に対応した医療機関において、主に以下のような扱いを受

けることができる。 

• 治療説明時の同席 

• 入院に関する署名や付き添い等 

• 手術及び必要な治療方針に関する同意   等

本制度に対応した取組を行う企業において、主に以下のような扱

いを受けることができる。 

• ローン（連帯債務型借入）設定における配偶者としての取扱い 

• 生命保険等の受取人への指定 

• クレジットカードの家族カード作成 

• 家族割などの適用   等  
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• 届出を行うことができる者は同性のパートナーに限定せず事実 

婚も可とする。 

• 通称名を使用することができる。 

• 証明カードを紛失等した場合は、申請により再発行を可能とする。 

• 届出内容に変更があった場合は、変更届を提出してもらう。 

• パートナーシップを解消する意思がある場合等は、返還届とと

もに証明カードを返還してもらう。

• 市は、届出及び証明カードの趣旨を理解し適切に取り扱う。 

• 市は、パートナーシップ・ファミリーシップの届出及び市が交付 

した証明書の趣旨が適切に理解され、公平かつ適切な対応が 

行われるよう、市民や事業者への周知啓発に努める。 

• 制度実施に伴う市の具体的なサービスは、ホームページ等で 

随時公表する。 

• 今後、パートナーシップ・ファミリーシップの都市間連携協定の  

締結を検討する。  

※ 都市間連携協定とは・・・ 

パートナーシップ・ファミリーシップ制度を利用してい

る方が、転入・転出する場合に生じる手続を簡素化し負担

の軽減を図るため、自治体間において締結する協定。 

なお、県内では令和５年７月に、千葉市・船橋市・市川

市・松戸市・習志野市・柏市の６市で都市間連携協定を締

結している。 
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① 市に、電子申請又は電話等で連絡 

✓届出日を予約 

✓届出場所を選択 

✓交付方法を選択（窓口 or 郵送） 

② 市に、申請書・添付書類を届出 

③ 市は、本人確認、内容確認後に証明

カードを交付 

④ 再交付、届出書記載事項等の変更の

場合に届出 

⑤ パートナーシップを解消する意思

がある場合等証明カードを返還 

届出を

しよう

とする

者 

市 

（市民

協働推

進課） 

①、② 

③ 

④ 

⑤ 


